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回答

５．医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶

予等の特例の創設

医業継続税制創設の背景と制度の概要

平成18年の医療法の改正に伴い、平成19年４月以

降は、「出資持分の定めのない医療法人」しか設立で

きないことになりました。一方、既に設立されてい

る「出資持分の定めのある医療法人」については、

当分の間、経過措置としてその存続が認められまし

た。

ところが、存続が認められた経過措置医療法人の

「出資持分の定めのない医療法人」への移行は進ん

でいません。

その理由の一つとして、「出資持分の定めのある医

療法人」が「出資持分の定めのない医療法人」に移

行するためには、すべての出資者の出資持分を放棄

することが必要となることがあげられます。

二つ目は、その法人の出資者は、退社時に出資額

に応じた払戻請求権を行使できますが、医療法人は

配当ができないため、過去の剰余金の積み上げ額が

多額になり、その持分の相続税評価額も高くなるこ

とが多く、出資持分に対する相続税や贈与税が高額

になることが多いためです。

そこで、平成26年度の税制改正では、茨相続人が、

「出資持分のある医療法人」の持分を相続または遺

贈により取得した場合、芋その医療法人の出資者が

持分を放棄することで、他の出資者の持分が増加す

るという経済的利益（贈与）を受けたものとみなし

てその他の出資者に贈与税が課税される場合に、一

定期間の相続税または贈与税の納税が猶予され、そ

の持分を放棄した場合には、その猶予税額が免除さ

れる制度が創設され、「出資持分の定めのある医療法

人」が「出資持分の定めのない医療法人」に移行し

やすくする税制上の支援措置が設けられました。

茨 医療法人の持分についての相続税の納税猶予・

免除相続人が「出資持分の定めのある医療法人」

の持分を相続または遺贈により取得した場合につ

いて

医療法人が相続税の申告期限において「認定医療

法人」（注１）であるときは、担保の提供を条件に、その

相続人が納付すべき相続税額のうち、その認定医療

法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額につ

いて移行計画（注２）の期間満了まで納税を猶予し、移

行期間（注３）内にその相続人が持分のすべてを放棄し

た場合には、その猶予税額が免除されます。

上記茨の改正は、平成26年10月１日から３年以内

に厚生労働省に移行計画等を提出し、「認定医療法

人」の認定を受けた場合に、その移行期間満了まで

の間の相続税の納税が猶予されます。

芋 医療法人の持分に係る経済的利益の贈与税の納

税猶予・免除について

持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄

したことにより他の出資者の持分の価額が増加する

ことについて、その増加額（経済的利益）に相当す

る額の贈与を受けたものとみなして、その他の出資

者に贈与税が課される場合に、その医療法人が認定

医療法人であるときは、担保の提供を条件に、その

他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、その経済

的利益に係る課税価格に対応する贈与税額は、移行

計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内

にその他の出資者が持分のすべてを放棄した場合に

は、猶予税額が免除されます。

上記芋の改正により、出資者が持分を放棄したこ

とに伴うその他の出資者の持分の増加額（経済的利

益）相当額については、担保提供を条件に、平成26

年10月１日から移行計画の満了までの間、そのみな

し贈与に係る贈与税の納税が猶予されます。

※用語の解説

（注１）「認定医療法人」

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医

療法等の一部を改正する法律附則第10条の４第１

項に規定する移行計画について、認定制度の施行

の日から３年以内に厚生労働大臣の認定を受けた

医療法人をいいます。

（注２）「移行計画」

移行の検討体制、担当理事、移行期間（３年以内

の期間）、各出資者の出資額等・調整スケジュール、

移行法人類型見込み等を記載した計画をいいま

す。

（注３）「移行期間」

医療法人の社員総会で、移行検討の定款変更の議

決をした日から３年以内で定款に定める期間をい

います。

質問

平成26年度の改正税法について教えてください。
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